
病
床

種
別

保
健

医
療

圏
名

基
準

病
床

数
既

存
病

床
数

う
ち
療

養
病

床
数

療
養

病
床

及
び

一
般

病
床

鹿
児

島
7,
74

6
10

,5
78

2,
82

6

南
薩

1,
12

8
2,
36

6
87

1

川
薩

1,
07

5
1,
49

0
53

3

出
水

84
0

93
0

29
9

姶
良

・
伊

佐
2,
09

3
3,
23

8
1,
26

2

曽
於

60
5

69
0

28
6

肝
属

1,
71

3
1,
83

8
31

0

熊
毛

38
0

41
7

0

奄
美

1,
09

9
1,
62

1
52

0

計
16

,6
79

23
,1
68

6,
90

7

精
神

病
床

県
全

域
7,
31

3
9,
30

2

結
核

病
床

県
全

域
68

68

感
染

症
病

床
県

全
域

46
45

（
単

位
：
床

）
《
基

準
病

床
数

》

第
１
章

総
論

第
１
節

計
画

の
策

定
第

２
節

鹿
児

島
県

の
概

要
第

３
節

地
域

診
断

第
２
章

保
健

医
療

圏
第

１
節

保
健

医
療

圏
の

役
割

第
２
節

二
次

保
健

医
療

圏
の

設
定

第
３
節

基
準

病
床

数

第
３
章

健
康

づ
く
り
・
疾

病
予

防
の

推
進

第
１
節

健
康

の
増

進
第

２
節

保
健

対
策

の
推

進
第

３
節

疾
病

予
防

対
策

の
推

進

第
４
章

患
者

の
視

点
に
立

っ
た
良

質
な
医

療
の

提
供

体
制

の
整

備
第

１
節

医
療

提
供

体
制

の
整

備
第

２
節

安
全

・
安

心
な
医

療
提

供
体

制
の

整
備

第
５
章

安
全

で
質

の
高

い
医

療
の

確
保

第
１
節

医
療

従
事

者
の

確
保

及
び
資

質
の

向
上

第
２
節

医
療

連
携

体
制

の
構

築
第

３
節

疾
病

別
の

医
療

連
携

体
制

第
４
節

事
業

別
の

医
療

連
携

体
制

第
５
節

そ
の

他
の

医
療

を
提

供
す
る
体

制
の

確
保

第
６
章

地
域

包
括

ケ
ア
体

制
の

整
備

充
実

第
１
節

介
護

サ
ー
ビ
ス
等

の
充

実
第

２
節

在
宅

医
療

・
人

生
の

最
終

段
階

に
お
け
る
医

療
の

体
制

整
備

第
３
節

医
療

と
介

護
の

連
携

第
４
節

高
齢

者
の

支
援

第
５
節

障
害

者
・
難

病
患

者
等

の
支

援

第
７
章

令
和

7（
20

25
）
年

に
向

け
た
地

域
の

医
療

提
供

体
制

の
構

築
（
地

域
医

療
構

想
）

第
１
節

地
域

医
療

提
供

体
制

の
概

要
等

第
２
節

人
口

推
計

及
び
医

療
提

供
体

制
の

現
状

等
第

３
節

構
想

区
域

と
病

床
の

必
要

量
（
必

要
病

床
数

）
第

４
節

地
域

医
療

構
想

の
推

進
第

５
節

外
来

医
療

計
画

第
８
章

健
康

危
機

管
理

体
制

等
の

整
備

第
１
節

健
康

危
機

管
理

対
策

の
推

進
第

２
節

安
全

で
衛

生
的

な
生

活
環

境
の

確
保

第
９
章

持
続

可
能

な
医

療
保

険
制

度
の

構
築

第
１
節

医
療

費
適

正
化

の
推

進
第

２
節

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
の

円
滑

な
運

用

第
１
０
章

計
画

の
推

進
方

策
第

１
節

保
健

医
療

計
画

の
周

知
と
情

報
提

供
第

２
節

数
値

目
標

の
設

定
第

３
節

計
画

の
推

進
体

制
と
役

割

第
1
1
章

圏
域

編
第

１
節

二
次

保
健

医
療

圏
の

概
要

第
２
節

各
圏

域
の

人
口

構
造

の
変

化
の

見
通

し
及

び
医

療
連

携
体

制

Ⅲ
計
画
の
構

成

①
が

ん
75

歳
未

満
の

が
ん
に
よ
る
年

齢
調

整
死

亡
率

（
人

口
10

万
対

）
男

性
82

.5
（
R4

）
⇒

80
.6
（
R1

1）
女

性
51

.5
（
R4

）
⇒

47
.7
（
R1

1）
②

脳
卒

中
7
5
歳

未
満

の
脳

血
管

疾
患

に
よ
る
年

齢
調

整
死

亡
率

（
人

口
10

万
対

）
男

性
32

.2
（
R2

）
⇒

減
少

（
R1

1）
女

性
13

.6
（
R2

）
⇒

減
少

（
R1

1）
③

心
筋

梗
塞

等
の

心
血

管
疾

患

7
5
歳

未
満

の
心

疾
患

に
よ
る
年

齢
調

整
死

亡
率

（
人

口
10

万
対

）
男

性
46

.0
（
R2

）
⇒

減
少

（
R1

1）
女

性
16

.8
（
R2

）
⇒

減
少

（
R1

1）
④

糖
尿

病
糖

尿
病

腎
症

の
年

間
新

規
透

析
導

入
患

者
数

（
人

口
10

万
対

）
14

.3
（
R3

）
⇒

12
.2
（
R1

5）
⑤

精
神

疾
患

自
殺

死
亡

率
（
人

口
10

万
対

）
20

.3
（
R4

）
⇒

13
.3
以

下
（
R1

0）

⑥
救

急
医

療
救

急
告

示
医

療
機

関
の

数
10

2施
設

（
R5

）
⇒

現
状

維
持

（
R1

1）
⑦

災
害

医
療

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
数

27
チ
ー
ム

（
R5

）
⇒

51
チ
ー
ム
（
R1

1）
⑧

新
興

感
染

症
発

生
・
ま
ん
延

時
に
お
け
る
医

療
協

定
締

結
医

療
機

関
（
入

院
）
の

確
保

病
床

数
流

行
初

期
：
34

2床
，
流

行
初

期
以

降
72

6床
⑨

離
島

・
へ

き
地

医
療

へ
き
地

医
療

拠
点

病
院

の
必

須
４
事

業
実

施
率

88
.9
％

（
R4

）
⇒

10
0％

（
R1

1）
⑩

周
産

期
医

療
周

産
期

死
亡

率
（
出

産
千

対
） 2.
5
（
R4

）
⇒

2.
5（

R1
1）

⑪
小

児
医

療
・
小

児
救

急
医

療
小

児
死

亡
率

（
15

歳
未

満
人

口
10

万
対

）
22

.6
（
R4

）
⇒

19
.2
以

下
（
R1

1）
⑫

在
宅

医
療

訪
問

看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
利

用
実

人
員

（
高
齢
者
人
口
千
対
）1
7.
3人

(R
3)

⇒
24

.0
人

(R
11

)

［
計

画
期

間
］

令
和

６
年

度
～

令
和

11
年

度
（
６
年

間
）

鹿
児

島
県

保
健

医
療

計
画

の
概
要

現
行

の
保

健
医

療
計

画
の

期
間

終
了

に
伴

い
，
県

民
の

保
健

医
療

ニ
ー
ズ
の

多
様

化
や

，
人

口
減

少
や

高
齢

化
に
伴

う
医

療
需

要
の

変
化

，
医

療
従

事
者

の
確

保
や

医
師

の
働

き
方

改
革

に
伴

う
対

応
，
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
に
よ
り
浮

き
彫

り
と
な
っ
た
地

域
医

療
の

様
々

な
課

題
等

を
踏

ま
え
，
新

た
な
計

画
を
策

定

Ⅰ
計
画
策
定
の
趣

旨

○
医

療
法

第
30

条
の

４
第

１
項

の
規

定
に
基

づ
く
計

画
と

し
て
，
本

県
の

保
健

医
療

行
政

の
計

画
的

・
総

合
的

な
運

営
の

基
本

と
な
る
も
の

○
本

県
の

保
健

・
医

療
・
福

祉
に
関

す
る
個

別
計

画
と
整

合
性

を
取

り
な
が

ら
連

携
・
役

割
分

担
し
て
推

進

Ⅱ
計
画
の
位
置

づ
け

基
本
理
念

県
民
が
健
康
で
長
生
き
で
き
，

安
心
し
て
必
要
な
医
療
を
受
け
ら
れ

る
鹿

児
島

《
健
康
寿
命
の
延
伸
・
生
活
の

質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
の
向

上
》

数
値
目
標

（
主
な
も
の
）

【
第

３
章

健
康

づ
く
り
・
疾
病
予
防
の
推
進

】
第

１
節

健
康
の
増

進

第
２
節

保
健
対
策
の
推

進
第

３
節

疾
病
予
防
対
策
の
推

進
・
感
染
症
予
防
計
画

に
基

づ
く
，
総
合
的
か

つ
計
画

的
な
感
染
症
対
策
の
推

進

【
第

５
章

安
全

で
質
の
高

い
医
療
の
確
保

】
第

１
節

医
療
従
事
者
の
確
保
及

び
資
質
の
向

上
１

医
師

•
医
師
修
学
資
金
の
貸
与
や
臨
床
研
修
医
の
確
保

な
ど
，

総
合
的

な
医
師
確
保
対

策

４
看
護
職

員
•
修
学
資
金
の
貸
与
や
看
護
師
等
養
成
所
へ
の
財

政
支
援
等

に
よ
る
看
護
職
員
の
確

保
第

３
節

疾
病
別
の
医
療
連
携
体

制

１
が

ん
•
が

ん
予
防
の
推

進
•
が

ん
の
早
期
発
見

・
早
期
治
療
の
推

進
•
が

ん
医
療
の
均

て
ん
化
の
推

進

施
策
の
方
向
性

（
主
な
も
の
）

２
脳
卒

中
•
発
症

・
重
症
化
予

防
•
発
症
後
速
や
か

な
搬
送

と
専
門
的
診
療
が
可
能

な
体
制
構
築
の
促

進
３

心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾

患
•
発
症

・
重
症
化
予

防
•
発
症
後
速
や
か

な
救
命
処
置
の
実
施

と
搬
送
が

可
能

な
体
制
の
促

進

４
糖
尿

病
•
発
症

・
重
症
化
予

防
•
治
療
及

び
合
併
症
予
防
が
可
能

な
体
制
の
推

進

５
精
神
疾

患
•
多
様

な
精
神
疾
患
等

に
対
応

で
き
る
医
療
連
携

体
制
の
構

築
•
精
神
障
害

に
も
対
応

し
た
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構

築

第
４
節

事
業
別
の
医
療
連
携
体

制
１

救
急
医

療
•
地
域
の
実
情

に
応

じ
た
救
急
医
療
体
制
の
整

備
•
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
等

に
よ
る
救
急
搬
送
体
制
の
充

実

２
災
害
医

療
•
災
害
医
療
体
制
の
強

化
•
災
害
拠
点
病
院
の
機
能
等
の
充

実

３
新
興
感
染
症
発
生

・
ま
ん
延
時

に
お
け
る
医

療
•
新
興
感
染
症

に
係

る
医
療
提
供
体
制
の
確

保
４

離
島

・
へ

き
地
医

療

•
へ

き
地
医
療
拠
点
病
院
や
へ

き
地
診
療
所
等

に
よ
る
医
療
の
確
保

，
医
療
従
事
者
の
確

保
５

周
産
期
医

療
•
産
科
医
や
助
産
師
等
人
材
の
確
保

と
育

成

•
周
産
期
母
子
医
療

セ
ン
タ
ー
等
の
医
療
機
能

の
確
保

と
連

携
６

小
児
医
療

・
小
児
救
急
医

療
•
小
児
医
療
の
提
供
体
制
の
充
実

・
強

化
•
医
療
的

ケ
ア
児
等
へ
の
支
援
の
充

実

【
第

６
章

地
域
包
括

ケ
ア
体
制
の
整
備
充
実

】
第

２
節

在
宅
医
療

・
人
生
の
最
終
段
階

に
お
け
る

医
療
の
体
制
整

備
１

在
宅
医
療
の
体
制
整

備
２

人
生
の
最
終
段
階

に
お
け
る
医
療
の
体
制
整

備
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資料２（追加）



 
第８次保健医療計画 中間見直しのスケジュール（案） 

 

年

度 
月 

内  容 

保健医療計画推進事業 
地域医療連携促進事業 

（鹿児島市）地域保健医療協議会運営事業 

令 
和 
７ 
年 
度 

９月 
～１月 
 

○中間見直し方針の検討 
（関係各課からの意見収集：現行計画策定後の変

化による見直し，他計画との整合） 
 

 

２月 

～３月 
○中間見直し方針の承認 
 

●地域保健医療福祉協議会の開催 
・保健医療計画（圏域編）の進捗状況の把握と評価

・中間見直し実施についての説明 

令 
和 
８ 
年 
度 

４月 
～６月 
 

●庁内説明・作成要項配布 
 
○計画見直しに係る基礎調査 
（地域分析，医療資源等の現状把握） 

 
●各地域振興局・支庁への説明会 
 

７月 
～８月 
 

●第１回県保健医療計画策定委員会の開催 
・現計画の進捗状況等報告 
・中間評価・設定指標見直しについての協議 

●第１回地域保健医療福祉協議会の開催 
・保健医療計画（圏域編）の検討 

10 
～11 月 
 
 
 

●第２回県保健医療計画策定委員会の開催 
・保健医療計画（中間見直しの素案）検討 
○５師会（※）への意見聴取 
※県医師会，県歯科医師会，県薬剤師会，県看護

協会，県栄養士会 

・意見を反映した改定素案作成 
→保健医療福祉課へ提出 

 

12 月 ○12月議会（環境厚生委員会）で素案を報告  
１月 
～３月 
 
 
 
 
 
 
 

○パブリックコメントの実施 
○市町村，医療保険者，医療提供施設の開設者等

への意見聴取 
●第３回県保健医療計画策定委員会の開催 
・計画（案）の確認 
 

○医療審議会への計画案諮問・答申・計画決定 
○厚生労働大臣への提出 
○計画公示（公報登載）→ R９.４.１ 計画施行 

●第２回地域保健医療福祉協議会の開催 
・保健医療計画（圏域編含む）の郡市医師会等関係

団体への説明・意見聴取 

 

国（厚労省）からの通知を確認 
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